
地区まちづくりルール概要 
 

団体名
ふりがな

 

えいらくそうさくらじちかい 

永楽荘桜自治会 

地区まちづくりに関する取決めの名称
ふ り が な

 

けいかんけいせいがいどらいん 

景観形成ガイドライン 

取決めの 適用範 囲 豊中市永楽荘３丁目及び４丁目の一部（適用範囲図参照） 

地区まちづくりに関する取決め項目 

・擁壁による圧迫感に配慮する 

・建物の緑化に努める 

・設備類に配慮する 

・建物のデザインを工夫する 

・桜並木の保護に努める 

・敷地などの緑化に努める 

・めいわく駐車等の防止に努める 

・広告物等に配慮する 

参 照 
景観形成ガイドライン（外部サイト）

http://eirakusou.sakura.ne.jp/guideline_1.pdf 

備 考 
景観形成ガイドラインの内容については 

永楽荘桜自治会環境委員会までお問い合わせください。 
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住所  ― 

電話番号  ― FAX  ― 

メールアドレス info@eirakusou.sakura.ne.jp 

ホームページ等  

URL 
http://eirakusou.sakura.ne.jp 

 

※こちらの地区では、景観形成ガイドラインの他永楽荘地区地区計画、 

都市景観形成推進地区（永楽荘地区）があります。 

内容については市 HPでご確認ください。 
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1-2 行政界
2-3 道路中心
3-4 地番界
4-5 道路中心
5-6 地番界
6-7 道路中心
7-8 地番界
8-9 道路中心
9-1 地番界

地区まちづくりルール 適用範囲図（永楽荘桜自治会）



 

（地区計画の記載内容に準じる。） 

（地区計画の記載内容に準じる。） 

（地区計画の記載内容に準じる。） 










